
報 告 事 項 ②

義援金の支給状況について

（１）「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」等に係る配分額，申請受付，支給状況

〔2 月 3 日現在〕

配分対象 配分金額
申請

件数

支給済

件数

申請件
数に対
する率

支給済金額
配分金
額に対
する率

死亡・行方不明

者

10 億 6,480 万円

（968 名）
877 789 90.0% 7 億 8,850 万円 74.1%

全壊
258 億 2,500 万円

（25,825 件）
21,787 20,699 95.0% 206億7,480万円 80.1%

大規模半壊
181 億 7,175 万円

（24,229 件）
18,888 141億5,050万円

半壊
341 億 9,800 万円

（68,396 件）

90,314

63,949

91.7%

319億7,420万円

88.1%

母子父子世帯
11 億 7,270 万円

（3,909 件）
3,005 2,842 94.6% 5 億 6,840 万円 48.5%

うち，震災起因
で母子父子世帯
となったもの

53 51 96.2% 1,020 万円

震災孤児
350 万円

（7 件）
5 5 100% 250 万円 71.4%

災害障害見舞金対象者

・高齢者・障害者施設

入所者等

1 億 200 万円

（510 件）
現在確認中

合 計
805 億 3,775 万円

（123,844 件）
115,988 107,172 92.4% 681億5,890万円 84.6%

（２）「仙台市災害対策本部」受付分に係る申請受付，支給状況〔2 月 3 日現在〕

〔受付状況〕

2,174 件 約 10 億 2,537 万円

〔仙台市に寄せられた義援金の配分方針〕

・「第 2回仙台市災害義援金配分委員会」（6 月 29 日開催）において配分方針を決定

①震災でご両親を失った未成年者

②震災でご両親のいずれか一方を失った未成年者

③住家に大規模半壊以上の被害があり，かつ，要介護 3～5 の方を在宅介護されている，又は

重度障害児・者が在宅している世帯

④住家に大規模半壊以上の被害があり，かつ，平成 23 年度に小学校又は中学校に新入学した児童，

生徒がいる世帯

〔支給状況〕 （支給件数⇒支給済件数・支給済額）

①震災でご両親を失った未成年者（県・市義援金）（5 件⇒5件・750 万円）

②震災でご両親のいずれか一方を失った未成年者（103 件⇒100 件・5,000 万円）

③要介護 3～5 の方を在宅介護されている世帯又は重度障害児・者が在宅している世帯

（1,332 件⇒1,217 件・2億 4,340 万円）

④平成 23年度に小学校又は中学校に新入学した児童，生徒がいる世帯

（1,549 件⇒1,518 件・1億 5,180 万円）

資料２


